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１．リカレントプログラムの目的 

 現在、日本の人工林は、その利用に適した成熟期を迎えています。バイオマス発

電等のバイオマスエネルギーへの利用や CLT 等、新しい分野への原料供給のため

に、B 材、C 材や低質材の需要は増えつつあります。しかしながら住宅用材として

需要が見込まれる A 材は、長期に亘る住宅着工戸数の減少により、川上・川中・川

下を問わず、業として低迷したままの状態が今後も続くことが予想されており、さ

らには、国民生活に様々な機能を発揮する森林の管理に大きな影響を及ぼすことが

予想されます。 
 こうした中、森林環境管理学リカレントプログラムでは、その道の第一線で活躍

される有識者と実務者を講師に迎えて実践的な教育を行い、林業、木材製造業、建

築業の垣根を越え、森林管理に新たなビジネスチャンスを見出し、森林を未来に繋

ぐ資源として地域の振興を推進する技術と能力を有した人材育成を行うことを目

的とします。 
また、森林経営管理法（法律第 35 号 H30.6.1）に基づき、平成３１年度から開

始された「新たな森林管理システム」の指導・運営に携わる人材の育成についても

目的とします。 
 
２．プログラムの種類 

 (1) 総合プログラム 

 総合プログラムは、森林・林業・木材製造業の知識と経験に合わせて、ベー

シック、マネジメント、コーディネーターの３つの異なるレベルのプログラムが

選択できます。それぞれのプログラムは、基本的には１年のプログラムですが、

仕事の事情で最長２年に渡る履修も可能です。また、１年に複数のプログラムを

受講することも可能です。３つのプログラムを全て受講すれば、愛媛大学長名の

履修証明書を発行します。 
 

 (2) 自由選択プログラム 

 自由選択プログラムは、ベーシック、マネジメント、コーディネーターの３つ

の異なるレベルのプログラムで開講される科目の中から興味のある科目を１科

目ずつから受講できるプログラムです。また、総合プログラム受講者が、受講す

るプログラム以外に興味を持った科目を、１科目ずつ受講することも可能です。 
 
 

３．総合プログラムの修了要件 

 (1) 修了要件 

 各プログラムともに全科目を受講し、３つのプログラムを全て修了すること

が修了要件になります。 
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 (2) 修了証明 

 修了者には、愛媛大学長名の「履修証明書」（厚生労働省が推進しているジョ

ブ・カードに記載できるもの）を交付しますとともに、「森林経営管理エキスパー

ト」の名称を授与します。 
 
 (3) 補足 

 各プログラムの受講歴・合格履歴は学期・年度を越えて引き継ぎます。ただし、

現行のカリキュラムでの履修証明認定は令和５年度までとなります。令和６年

度以降への引き継ぎが可能かは未定ですので、履修証明の取得を目指される方

は令和５年度以内に全科目の受講を終えることを推奨します。 
 
また、受講者がベーシック、マネジメント、コーディネーターの各プログラム

についての受講修了の証明を必要とする場合は、農学部長名でプログラム修了

証明書を発行します。 
 
４．受講料 

 (1) 総合プログラム 

    １プログラムにつき年間２０,０００円 
（２年目以降の継続受講は、１プログラムにつき年間１０,０００円） 

※７．総合プログラムの受講手続きにある受講料免除対象者は所定の手続き

を取った場合に限り、総合プログラムの受講料が免除されます。 
 (2) 自由選択プログラム 

    ６時間（１日）につき１,５００円 
 ※１２．カリキュラム記載の受講料をご確認ください。 

 
５．募集人数 

 (1) 総合プログラム 

    １プログラムにつき１５人程度 
 (2) 自由選択プログラム 

    上限なし（ただし、講義によっては上限があります） 
    
６．受講資格 

 高等学校卒業程度の学力を有し、森林・林業・木材製造業・建築業等にかかわ

る者、あるいは山村振興や担い手育成など地域づくり活動等を実践・経験してい

る者、または今後実践しようと考えている者。 
 総合プログラムについては、県職員ならびに市町職員等で「新たな森林管理シ

ステム」に従事あるいは指導する者。 
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７．総合プログラムの受講手続き 

 (1) 受講申請期間 

 令和５年５月８日（月）２４時まで 
  
(2) 受講申込方法 

   オンラインで所定の受講申込フォームよりお申し込みください。 
 

 (3) 受講料免除申請方法 

 本リカレントプログラムは、愛媛県の補助事業として運営しております。愛媛

県の政策目的に合致する下記のものが総合プログラムを受講し、所定の手続き

を取った場合、受講料が免除されます。受講料免除希望の方は、数科目の実の受

講の場合も総合プログラムをご選択ください。自由選択プログラムで受講され

る場合は受講料免除の対象外です。受講申込フォームで該当する選択肢を選び、

下記の必要な書類（任意の書式）を問い合わせ先までご郵送ください。 

 

受講料免除対象者 提出が必要な書類 

① 愛媛県職員 なし（本学にて愛媛県森林局へ照会いたします） 

② 愛媛県知事が代表を

務める団体職員 

愛媛県知事名の推薦状 

③ 愛媛県内自治体職員 各自治体の首長名の推薦状 

④ 愛媛県の「意欲と能

力のある林業経営

者」（令和５年度に登

録のあるもの） 

・「意欲と能力のある林業経営者」登録のある林業

経営体の代表者（県の名簿に記載のある代表者） 

 なし（本学にて愛媛県森林局へ照会いたします） 

 

・「意欲と能力のある林業経営者」登録のある林業

経営体の従業員 

同経営者の名簿に記載のある代表者名で、登録のあ

る経営体の従業員であることの証明書 

  ※④のもので愛媛県の補助事業申請に必要な場合、「受講登録済証明書」または

「単位認定証明書」を発行いたします。問い合わせ先までご相談ください。 

 

８．自由選択プログラムの受講手続き 

 (1) 受講申請期間 

   当該講義実施日の７日前まで 
 
(2) 受講申込方法 

   オンラインで所定の受講申込フォームよりお申し込みください。 
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９．受講手続きの流れ（総合・自由選択共通） 

 

 

 

 

 

 

 

受講申込フォームに受講方法や科目を入力して提出する 
URL https://zfrmz.com/PXo63otgInKjTUvdg2cm 

モバイル端末からのアクセス  

※スマホからでもアクセスできますが、ページ数が多いためタブレット

やパソコンからのアクセスを推奨します。 
 
 
受講申込フォームに登録されたメールアドレスに送信される 
申込内容をご確認ください。ご登録後 24 時間以内に「受講申込の

確認通知」が届かない場合は問い合わせ先までご連絡ください。 
 

令和５年度からはじめて 

受講される方 

令和４年度以前から継続して 

受講される方 

受講料免除を希望される方 
７(３)の提出が必要な書類を

速やかに書類送付先にご郵送

ください。 
本学にて受講料免除の要件

の確認をいたします。 
 
受講料免除の対象でない方 
受講申込者のお名前で所定

の振込先に受講料をお振込み

ください。 
 
 
 

受講料免除を希望される方 
本学にて受講料免除の要件の

確認をいたします。 
 
総合プログラムを受講される方 
前年度の受講内容で受講料が

異なりますので、事務局にて受

講料を再計算して、メールでお

知らせします。 
 
自由選択プログラムのみの方 
受講申込者のお名前で所定の

振込先に受講料をお振込みくだ

さい。 
 
 
必要な手続きが完了しましたら、受講手続き完了、開講式、各

講義の受講方法などについてメールでお知らせいたします。 
お振込から 7 日以上経っても連絡がない場合、問い合わせ先ま

でご連絡ください。 

完了 

手順３ 

手順２ 

手順１ 

https://zfrmz.com/PXo63otgInKjTUvdg2cm
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 (3) 受講料の振込み 

受講料の振込みについては、総合プログラムは令和５年５月９日（火）ま

で、自由選択プログラムは受講科目開講日の１週間前までにご入金をお願い

致します。振込口座につきましては、別途メールにてご連絡致します。振込

手数料につきましては、受講者負担となります。各金融機関から発行のお振

込控え（インターネットバンキング等をご利用の場合は、入出金明細）が領

収証の代わりとなります。大切に保管ください。令和４年度以前から継続し

て総合プログラムを受講される方は、本学から受講料のご案内があるまでお

振込みをお待ちください。 
 
 
適要欄に必ず、プログラム番号（801）と受講者名を入力してください。そ

の情報を基に受講料の入金を確認しますので、入力漏れがないようにご留意

ください。会社などでまとめてお振込みをされる場合は振込者名義と受講申

請者一覧を問い合わせ先までお知らせください。入金確認ができましたら、

受講手続きが完了いたします。 
摘要欄記載例：801 ｱｲﾀﾞｲ ﾀﾛｳ 

 
 
10．個人情報の取り扱いについて 

 提出された受講申請書類に記載された氏名、住所等の個人情報は、受講申請の

事務処理、受講に関する連絡、受講手続関係書類の送付等に利用します。書類に

不備があった場合には、その訂正・補完を迅速に行っていただくため、申請者に

連絡する場合があります。また、個人情報は、受講後の業務および調査・研究（受

講申請動向の調査・分析等）を行う目的をもって管理します。他の目的での利用

および本学部の関係教職員以外への提出は行いません。 
 
 
11．問い合わせ先 

愛媛大学農学部学務チーム・森林環境管理学リカレントプログラム担当 
〒790-8566 愛媛県松山市樽味 3 丁目 5 番 7 号 
電話：089-946-9806   FAX：089-941-4175 
E メール：morinokuni@agr.ehime-u.ac.jp 
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12．カリキュラム 

 

 

 



7 

 


